
中山間地域等直接支払制度

令和元年度における
制度推進の取組について

これまでの
第三者委員会での意見等を踏まえて

（2）（中間年評価の集落アンケート結果より）過半数の協定が、農用地の
保全活動を何とかぎりぎりで行えている状況で、次世代の確保によ
る継続的な活動体制が整っていない。一方で、耕作条件が不利な
中山間地域では、農業の担い手（認定農業者など）の確保が難しい。
ならば、県や市町は、協定に対し、担い手に限らず、後継者世代

や移住志向者、都市部住民など、関係人口、交流人口に至るまで
積極的に人材確保に取り込むことを促し、地域に若い世代を誘導し
て集落の存続・機能維持を図る必要がある。
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１．これまでの第三者委員会より
１） 主な意見

（1）構成員の高齢化、担い手不足など、協定が抱える課題、行政等
に希望する支援の内容はさまざまであり、中山間地域等直接支払
制度のみで解決されるものではない。協定個々の事情を、県の担
い手育成、土地改良両部局と市町とが共有したうえで、各施策を連
携させて、集落の活動継続を図る必要がある。



中山間地域における現状と課題、改善に向けた取組の整理

産
業
政
策

地
域
政
策

中山間地域の抱える課題

〔課題1〕
・担い手不足
・生産組織の機動力の低下
・生産条件のハンデ

〔課題2〕
・耕作放棄地増加
・鳥獣被害の多発
・自然災害の懸念

〔課題3〕
・高齢化､人手不足
・マンネリ化での農山村の
「良さ」の埋没

・多面的機能への理解不足
・コミュニティの連携希薄
・共同活動の停滞

〔ハード支援〕
・施設、機械類の整備支援
・基盤整備（農地､水路､農道､ため池）
・農業の6次産業化
・鳥獣被害防止対策

〔ソフト支援〕
・中核的な担い手の確保､経営強化
・集落営農組織の体制強化（法人化）
・農地中間管理事業等活用による農
地集積・担い手への集約
・魅力ある農産物､加工品の作出

〔改善1〕
・担い手の確保

・組織化、法人化、連携での体
制強化
・平野部に準じる生産性確保

〔改善2〕
・耕作放棄地、荒廃森林の減少
・鳥獣害､自然災害の段階的
な解消

〔改善3〕

・農業・農村の価値（利点､欠
点）の再発見 （課題の共有）

・地域資源の商品化、農泊等の
「新たなビジネス」の発掘、育成
・移住・定住（Ｉターン）の推進

・交流人口の増加による地域コ
ミュニティの活性化
・共同活動意識の再興
・多面的機能維持の役割自覚

・平野部からの技術､考え方､人
脈の持ち込み

〔ヒト〕
・担い手の
定着

〔農林地〕
・生産活動
継続

・耕作放棄地
解消

〔意識〕

・農山村維
持の気概
・協働意識

新
た
な
活
性
化
の
可
能
性

〔農村地域の理解促進〕

・農村伝統文化の情報発信
・グリーン・ツーリズムの実践者の支援
・都市住民や訪日外国人の誘い込み
・農泊、体験訪問の推進

〔森林・山村多面的機能発揮対策
交付金〕

〔農山漁村振興交付金〕

（多面的機能支払交付金
中山間地域等直接支払交付金、
環境保全型農業直接支払交付金）

〔日本型直接支払制度〕

取組による改善方向

２．各機関連携による、情報共有、課題解決
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１） 中間年評価データの共有、必要な支援

２．各機関連携による、情報共有、課題解決

～アンケート調査を元にした、各機関及び市町連携に
よる支援指導～

基盤整備実施

農地集積の推進

集落営農の推進

熟
度
に
応
じ
た
、

②

必
要
な
支
援
の
実
施

・集落営農の必要性

必要 ・ 不必要 ・ ‥

・鳥獣害対策の必要性

必要 ・ 不必要 ・ ‥

・農地集積の進捗度
進んでいる ・ 遅れている ・ ‥

・共同利用機械の導入
必要 ・ 不必要 ・ ‥

・基盤整備の必要性
必要 ・ 不必要 ・ ‥

土地改良部局
（土地改良事務所） 担い手部局

（普及センター）
（公財）県
農地機構 連携

市 町
（直接支払事業主体）

① 必要な
情報の共有
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１） 直払制度のデータより

３．協定における多様な人材確保

これまで（Ｈ30）

協定農用地2,620ha

構成員６，４９１人

しかし、
・世代交代が進んでいない。

・担い手の確保が進んでいない。「担い手が確保された」が42％どまり。

・これまでの活動が続けられない。
「縮小回答」が53％。

「続けられない理由」
１位：労力不足
２位：リーダー等の不在
３位：農業の担い手不足

まず、農村地域を守る人材（人手）の
確保を急ぐ必要
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２） 様々な人材の確保

・地域おこし協力隊：19人
・県外から1,375人移住(H29)

地域外の農業者
（中心経営体､新規就農）

組織化（集落営農）

地域の次世代家族

農 業 生活・地域活性化

企業の農業参入

次世代家族の関係者
（仕事仲間、ＰＴＡ）

関連

グリーン・ツーリズム

・新規作物の導入､加工販売

新たな雇用

滞在型・再訪型への移行
（農泊､教育旅行）

交流人口の増加

移住志向者

・土日滞在､定年回帰

・体験施設数121(H30まで)
・交流人口162,500人(H30)

援農隊の募集・活用
（ボランティア）

・農林漁業体験民宿数25(H30まで)

・56社が参入(H29まで)

大学、高校等との連携
（研究､ゼミ､部活動など）

交 流

人口増

３．協定における多様な人材確保



直近、直近の5年前の男女別、年齢階層別（5歳刻み）人口

年齢層
(満年齢)

～4 ～9 ～14 ～19 ～24 ～29 ～34 ～39

直近の5年
前(2010)

146 162 180 178 150 179 177 225

男 90 73 87 88 74 86 93 121

女 56 89 93 90 76 93 84 104

直近
(2015)

129 158 158 163 115 173 136 191

男 65 97 70 83 54 86 67 99

女 64 61 88 80 61 87 69 92

2010、2015国勢調査（○○村）より

１） 具体的な課題の把握
～どの世代を、どのくらい確保？～

・集落の世帯員について、直近分
及び直近の5年前分を、男女
別・5歳階層に分解

・集落において、
→「どの世代」、→「何人」 確保するか
具体的な話し合いが可能に

人口推移予測
シミュレーション

〔処方箋〕 集落において、毎年、
・20歳代前半夫妻が ”3世帯” 移住
・30歳代前半夫妻+4歳以下の子1人が

”3世帯” 移住
・～ ・アドバイスの「可視化」、

「具体化」

令和元年度新規４．協定の課題解決に向けて

２） 中山間地域等人材緊急確保事業の実施
～集落協定による人材確保取り組みに支援～

【対策】農業後継者等の人材確保につなげる活動を支援
○支援対象： 中山間地域等直接支払の集落協定（基礎単価取組等）

○補助率： 県１／２以内
○助成額： １５０千円/対象・年（２年を上限）

○対象とする経費の例：

・集落（の存続）をPRする取組
（SNS活用等）

・人の呼び込みイベントの開催
（オーナー園､学童農園設置等）

・移住者受入募集の取組
（移住フェア等参加）

・移住者の受入体制の整備
（候補者の準備支援、空き家の簡易修繕、
農機具修繕等）

・企業､NPO法人等の誘致活動
（地域を用いた福利厚生活動等）

・先進事例研究・調査費
（大学教授､先進集落等の講師謝金等）

・外国人実習生の受入の調査
（情報収集､お試しステイ等）

都市住民との→
稲刈り体験

←都市部での
移住マッチング

先達者による→
現地検討会

←有志による
果樹植栽

空き家の簡易→
な修繕

【効果】
○持続的な中山間地農業に
よる「地域活性化、多面的機
能維持」の好循環の発現

【要求額】 ７５０千円
150千円/対象・年×5ヵ所

地域ブランド力
の向上

(魅力再発見)

多面的機能
の維持

コミュニティ
の持続

人材
の確保

活動
の活性化

令和元年度新規４．協定の課題解決に向けて


